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1. 包括的な支援体制の整備 

地域福祉を推進するにあたり、住民が日常生活を送る上で身近な範囲を「圏域」として定

め、住民の生活実態に即した支援体制を構築することが求められます。 

圏域の範囲内で、住民同士の顔の見える関係づくりや「見守りネットワーク」が構築しやす

くなるほか、行政機関だけでなく、民生委員、自治会、地区社協、ＮＰＯ等の多様な主体が、住

民の生活に身近で寄り添うことにより、地域における複雑化・複合的な課題を早期に発見し、

問題が深刻化する前に適切な支援につなげることが可能になります。 

 

（１）市内圏域の考え方 

本計画における圏域は、他の計画や制度との整合や福祉以外の分野における団体等との

連携を図る観点から、市全体の概ね中学校区にあたる範囲を「日常生活圏域」とし、概ね小

学校区を範囲とする「地区社協圏域」、さらに身近な活動範囲を「地域圏域」としています。 

 

【市内圏域のイメージ】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

和光市全域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活圏域 【概ね中学校区】 ３圏域 

高齢者の自立した生活を支えるためのサービス提供圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区社協圏域 【概ね小学校区】 ９圏域 

地域住民が主体となって福祉課題に取り組むための圏域 

 

 

 

 

地域圏域 【自治会、民生委員、隣近所等】 

地域に根ざした身近な活動圏域 
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（２）日常生活圏域 

日常生活圏域とは、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるように、必要なサービ

スや支援が受けられる地理的な範囲を指します。介護保険法においては、市町村が地域支

援事業を実施する単位として設定されることが多く、本市では概ね中学校区を単位として、

およそ３０分以内に移動できる範囲を設定しています。 

日常生活圏域の考え方は、介護保険分野のみに留まりません。介護や医療のほかにも、閉

じこもりや孤立といった社会的な問題は、高齢者に限らず全世代に関わる重要な課題です。 

日常生活圏域は、高齢者の自立した生活を支えるためのサービス提供の場であるととも

に、住民が地域課題に主体的に関わることで、地域全体の福祉力を高めるための重要な基

盤になります。 

 

【市内の日常生活圏域】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中央エリア 

（概ね第二中学校区） 

北エリア 

（概ね大和中学校区） 

南エリア 

（概ね第三中学校区） 
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（３）地区社協圏域 

地区社協圏域は、地域住民が主体となって福祉課題に取り組むための、概ね小学校区を

単位として設定しています。 

地区社協圏域の範囲は、住民同士の「顔の見える関係」を築きやすく、例えば小学校の児

童の登下校時の見守り活動や、学校行事を通じた保護者同士のつながり等による日常的

な接点が多くなり、きめ細やかな支え合い活動やボランティア活動が展開しやすいのが特

徴です。高齢者の安否確認や配食サービス、地域のふれあいサロン等は、地区社協圏域だ

からこそ実現しやすい活動と言えます。 

 

【市内の地区社協圏域】 
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（４）地域圏域 

地域圏域は地域に根ざした最も身近であり、自治会や民生委員、隣近所等が活動範囲と

して考えられます。地域住民一人ひとりが主体となり、日常的な顔の見える関係を築き、相

互に見守り、支え合う活動の基盤となります。 

日々の挨拶や声掛けといった、社会的な孤立を防ぐための活動が展開されやすい範囲

であり、複雑化・複合化する課題の早期発見につながります。 

 

【自治会】 

地域住民によって地縁に基づき自主的に組織された任意の住民団体として、行政と連

携し、防犯や防災・住民福祉・環境保全等に大きく貢献してきた歴史があります。住民の

生活環境の向上を図るとともに、地域内の助け合いや連携の基盤を担っており、住民同

士の顔も見える関係づくりに欠かせない役割を持っています。 

 

【民生委員児童委員】 

民生委員は、民生委員法に基づいた地域住民の最も身近な相談相手として、生活上の

困りごとや福祉に関する問題の解決をサポートする地方公務員（無報酬）です。常に住民

の立場で地域を巡回し、孤独や生活困窮等、地域に潜むさまざまな課題を早期に発見し、

行政や専門機関への「つなぎ役」として重要な役割を担っています。 

 

【隣近所】 

地域圏域の中でも、最も日常的かつ直接的な「つながり」の最小単位です。 

日々の挨拶や、困っている時のちょっとした声掛け等、特別な組織を介さずとも自然に

発生する相互扶助の起点となります。地域コミュニティの希薄化が課題となる中で、孤立

の防止や異変の早期発見といった地域福祉の土台として、その重要性が改めて見直され

ています。 
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（５）日常生活圏域と地区社協圏域との関係 

同じ日常生活圏域となる地区社協においては、地域の実情に応じて連携し、住民の多様

なニーズに対応できる体制を整備しています。このことにより、住民による身近な生活圏内

での見守りや支え合いと、公的な支援を組み合わせた地域福祉を推進していきます。 

 

【市内の日常生活圏域と地区社協圏域との関係】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日常生活圏域 北エリア 

 

 

下新倉小学校区 
グリーンすまいる地区社協 

 
 
 
 

新倉小学校区地区社協 
（にいくらふぁみりー!） 

 
 
 
 

白子小学校区地区社協 
（地域・みまもり隊） 

 
 
 
 

北原小学校区 
北原ふれあいの会地区社協 

 
 
 
 

和光市駅 

 

地域福祉推進協議会 

日常生活圏域 南エリア 

 

日常生活圏域 中央エリア 

 

 

第五小学校区 
西牛房・桜地区社協 

 

 

 

 

本町小学校区地区社協 

 

 

 

第四小学校区地区社協 

 

 

 

 第三小学校区地区社協 

 

 

 

広沢小学校区地区社協 

 

 

 

地域福祉推進協議会 

地域福祉推進協議会 
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（６）自治会と地区社協との連携（パートナーシップ） 

自治会は地域生活のより身近な課題に気付き、その全てに関わりを持つ組織であり、地

区社協とは、地域福祉活動において同じ性格を持ちます。良好なパートナーシップにより、

地域福祉活動において目指す方向を同じにしながら、互いの良さを認め合い、地域住民の

誰もが安心して暮らすことのできる地域づくりを行います。 

 

 

【活動のイメージ】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日常生活圏域 

地域活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域に根ざした地域全体の活性化、住民同士のつながりの深化、 

地域の課題解決等の身近な活動 

地域福祉活動 

誰もが住みたい地域でいきいきと自立した生活が送れるように、 

地域住民が主体となって福祉課題に取り組むための活動 
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2. 地域福祉の推進にあたっての取り組み 

本計画では、地域福祉の推進にあたって「つながりを育み、地域福祉活動を活性化するこ

と」を目的とした、地域における包括的な支援体制に取り組んでいきます。 

 

【身近な地域における包括的な支援体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

○多様な関係機関を相談窓口として、さらに民生委員として住民・ボランティアの相談機能を

評価し、世代や属性を問わず、地域住民の支援ニーズを幅広く、早期に発見する。 

○自ら支援を求めることが困難な人や、支援が必要な状況にあるにも関わらず支援が届いて

いない人のニーズを、参加支援の場や見守りネットワークによって把握していく。 

新たなニーズ 新たなニーズ 
情報共有  協働・連携 

支援会議体 参加支援 

○地域における複雑化・複

合的な課題を早期に発

見し、深刻化する前に適

切な支援につなげる。 

○行政機関だけでなく、

民生委員、地区社協・自

治会、NPO、地域の民

間事業者等の多様な主

体が、見守りの目となり

得る。 

○普段の挨拶や声掛けに

よって、地域住民の交

流を生むことや、新た

なニーズの把握、問題

が深刻化する前の課題

解決を目指す。 

見守りネットワーク 

○地域における複雑化・

複 合 的 な 課 題 を 、 高

齢・障害・こども・生活

困窮等のさまざまな分

野の事業や取り組みを

活用しながら、市・社

協・地区社協・自治会

等の地域福祉関係団

体との情 報共 有及び

協働・連携によって課

題の解決を図る。 

○社会とのつながりが希

薄になっている地域住

民に対して、地域の社

会資源を活用して、多

様な人々が交流を持て

る居場所や活動の場所

を提供し、地域の受け

入れを促進する。 

○参加支援の場は、これ

までに活動している地

域活動団体のほか、地

域住民の興味・関心や

ニーズにあわせて新た

な場の開拓を目指す。 

○活動への参加者から、活

動の担い手となる住民

や団体の開拓を目指す。 

つながりを育み 
地域福祉活動を活性化 

○ニーズ把握や参加支援を通じて、地域住民のニーズや地域課題がみえるようになり、地域住民に

対する支援やサービスの新たな検討・実施につながる。 

○地域における「つながり」「支え合い」が醸成され、地域住民の孤立を防ぐ。災害時における地域

支援体制の構築につながる。 

地域づくり 

ニーズ把握 
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3. 計画の目指す姿 

近年は、全国的に人口減少や少子高齢化が進行し、社会的孤立や地域コミュニティの機能

低下といった課題が多くみられるようになっています。このような社会の変化は本市も例外

ではなく、虐待、ひきこもり、生活困窮等、複合的で多様な生きづらさを抱える住民に対して、

分野を横断した包括的な支援が求められています。 

国が目指す「地域共生社会」とは、こどもから高齢者まで全ての住民が、住み慣れた地域で

それぞれの立場や状況を超えてつながり、支え合う社会です。地域共生社会を推進していく

ためには、住民やボランティア、NPO、行政等が「我が事」として参画し、自助を基本としなが

ら、互助・共助・公助をバランスよく組み合わせることが大切となります。 

本計画では、『つながりを育み、誰もが安心して住み続けられるまちづくり』を、計画の基本

理念として、市民、市、社協がそれぞれの役割を認識し、共に取り組んでいくことを目指します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

つながりを育み、誰もが安心して住み続けられるまちづくり 

基本理念 
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4. 施策の体系 

 

基本理念           基本方針                     基本施策 
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(１) 相談支援体制・情報提供の充実 

(２) 民生委員児童委員との連携強化 

(４) ひきこもりに対する支援 

(３) 孤独・孤立に対する支援 

(５) ケアラー・ヤングケアラーに対する
支援 

(１) 地域福祉センター及びボランティア
センターの活用・機能の充実 

(２) 多世代交流・多文化共生の推進 

２ だれもが参加できる 

市民活動の機会づくり 

（参加支援） 

(１) 地域の福祉活動の充実 

(２) 地区社協活動の充実 

(３) 地域福祉コーディネーター機能の
充実 

３ ふれあい支え合える 

地域づくり 

（地域づくり） 

(１) 地域の見守りネットワークの構築 

(２) 避難行動要支援者登録制度の整備 

(３) 避難行動要支援者・要配慮者への
支援体制の充実 

４ 地域ぐるみでの 

見守りネットワークづくり 

（見守りネットワーク） 

５ 支援会議体の設置 

（支援会議体） 

(１) 多様な支援を共に考える会議の場
づくり 

１ ニーズ把握体制の充実 

（ニーズ把握） 



 

 

 

 




